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      開 会 午後１時44分 

    ―――――――――――――― 

●かんの太一委員長  ただいまから、財政市民

委員会を開会いたします。 

 報告事項は、特にございません。 

 それでは、議事に入ります。 

 最初に、工事請負契約の締結等に関する議案第

38号、第39号及び第41号の３件を一括議題とし、

理事者から補足説明を受けます。 

●北川管財部長  私から、議案第38号及び議案

第39号、工事請負契約締結の件、また、議案第41

号、工事請負契約締結の件議決変更の件、全３件

についてご説明をさせていただきます。 

 最初に、議案第38号 厚別公園競技場改修工事

請負契約締結の件でございます。 

 工事概要ですが、建物の構造、規模は、メイン

スタンドが鉄筋コンクリート造り地上３階建て、

サイドスタンドＡ、サイドスタンドＢ、バックス

タンドが鉄筋コンクリート造り地上２階建てで、

延べ面積は合計約5,973平方メートルでございま

す。 

 地方自治法施行令第167条の５の２の規定によ

る一般競争入札を行った結果、契約の相手方は株

式会社丸竹竹田組、契約金額は11億7,700万円と

なっております。また、竣工期限は令和８年３月

10日でございます。 

 次に、議案第39号 元町北小学校解体ほか工事

請負契約締結の件でございます。 

 工事概要ですが、建物の構造、規模は、既存校

舎棟が鉄筋コンクリート造り地上４階建て、既存

屋内運動場等が鉄骨造り地上２階建て、延べ面積

は約6,998平方メートルでございます。 

 地方自治法施行令第167条の５の２の規定によ

る一般競争入札を行った結果、契約の相手方は新

太平洋建設株式会社、契約金額は５億4,516万円

となっております。また、竣工期限は令和７年１

月31日でございます。 

 次に、議案第41号 山の手小学校改築ほか工事

請負契約締結の件議決変更の件でございます。 

 本件は、令和４年９月28日の議決を経て株式会

社田中組を相手方として契約をしておりますが、

エアコンの追加整備により、別途暖房設備工事及

び電気設備工事の工期延長が必要となったことに

伴い、本工事についても竣工期限を68日間延長

し、令和６年４月30日に変更しようとするもので

ございます。 

●かんの太一委員長  それでは、質疑を行いま

す。 

 質疑はございませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

●かんの太一委員長  なければ、質疑を終了い

たします。 

 次に、討論を行います。 

 討論はございませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

●かんの太一委員長  なければ、討論を終了い

たします。 

 それでは、採決を行います。 

 議案第38号、第39号及び第41号の３件を可決す

べきものと決定することにご異議ございません

か。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

●かんの太一委員長  異議なしと認め、議案３

件は、可決すべきものと決定いたしました。 

 ここで、理事者交代のため、委員会を暫時休憩

いたします。 

    ―――――――――――――― 

      休 憩 午後１時48分 

      再 開 午後１時49分 

    ―――――――――――――― 

●かんの太一委員長  委員会を再開いたしま

す。 

 次に、第４期札幌市文化芸術基本計画（案）に

ついてを議題とし、資料に基づき、理事者から説

明を受けます。 

●前田市民文化局長  本日は、第４期札幌市文
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化芸術基本計画（案）についてご報告をさせてい

ただきます。 

 この案につきましては、昨年７月から、有識者

９名で構成いたします札幌市文化芸術基本計画検

討委員会を立ち上げて検討を行うとともに、庁内

議論を重ねてまとめたものでございます。 

 本日の委員会でご審議いただいた後、２月下旬

頃からパブリックコメントを実施した上で、最終

的に策定させていただく予定でございます。 

 それでは、文化部長の柏原より計画（案）の内

容についてご説明いたしますので、どうぞよろし

くお願いいたします。 

●柏原文化部長  私から、第４期札幌市文化芸

術基本計画（案）につきましてご説明させていた

だきます。 

 本日は、資料１といたしまして第４期基本計画

（案）の概要版、資料２といたしまして本書の案

を配付させていただいているところでございま

す。 

 それでは、資料１の概要版に基づきご説明を申

し上げます。 

 資料１の１ページをご覧ください。 

 第１章 札幌市文化芸術基本計画とはでござい

ます。 

 今回の計画は、第３期計画が今年度末で終了す

ることに伴い、必要な改定を行うものでございま

す。特に、この第４期計画では、豊かな人間性の

涵養や想像力の育成といった文化芸術の本質的な

価値の向上はもとより、多様な価値や創造性を教

育、福祉、国際交流、まちづくり、観光など幅広

い分野に活用することで、都市の魅力アップを図

ることに力を入れてまいりたいと考えておりま

す。 

 この計画は、札幌市文化芸術基本条例に基づく

計画であるほか、第２次札幌市まちづくり戦略ビ

ジョンを受けた個別計画、文化芸術基本法におい

て策定が求められております地方文化芸術推進基

本計画に位置づけられるものでございまして、計

画期間は令和６年度から10年度までの５年間とな

ります。 

 第４期計画の見直しの方向性といたしまして

は、基本的な部分については第３期計画の考え方

を引き継ぐ一方で、コロナ禍を含めた状況変化や

国の計画の変更点などを踏まえた見直しを進めて

まいりました。 

 次に、２ページをご覧ください。 

 第２章 第４期札幌市文化芸術基本計画の策定

に向けた見直しの視点でございます。 

 １ 文化芸術を取り巻く社会的背景といたしま

して、コロナ禍による社会状況の変化や平成29年

の文化芸術基本法の制定を受けて国が策定をいた

しました文化経済戦略や文化芸術推進基本計画な

どについて記載をしております。 

 次に、３ページと４ページをご覧ください。 

 ２ 第３期計画期間の振り返りといたしまし

て、四つのステージに設定いたしました成果指標

の状況や各ステージの総括をしております。 

 一つ一つの説明は省かせていただきますけれど

も、総じて、コロナ禍の影響によって事業実施が

難しくなり、成果指標が目標値に届いていない状

況となりました。 

 次に、５ページをご覧ください。 

 ３ 第４期計画策定に向けてその他考慮すべき

事項でございます。 

 第２次札幌市まちづくり戦略ビジョン、国の文

化芸術推進基本計画の内容を分析し、文化芸術の

本質的価値及び社会的・経済的価値の内容を明確

化するとともに、鑑賞・体験等の機会の充実、文

化芸術活動の支援・環境整備、文化資源の保存・

活用、他分野連携といった手法で文化芸術の価値

の向上を目指していくことを記載しております。 

 次に、６ページをご覧ください。 

 ここでは、国の文化芸術基本計画に触れますと

ともに、文化芸術関係者からの意見について記載

をいたしました。 

 冒頭、局長からもご説明をいたしましたが、有



財政市民委員会 
 

- 59 - 

識者９名から成ります札幌市文化芸術基本計画検

討委員会で検討を進めつつ、子どもの意見も取り

入れたいと考え、文化芸術基本計画策定に向けて

は、初めて子ども教育委員会会議の場で子どもの

意見も出していただきました。また、文化芸術関

係者等からの聞き取りも実施いたしましたので、

そのご意見をご紹介させていただいております。 

 次に、７ページをご覧ください。 

 第３章 第４期基本計画における文化振興施策

についてでございます。 

 文化振興施策を四つのステージごとにまとめた

上で、それぞれの施策に重点取組事項を設けまし

たので、順にご説明をいたします。 

 ステージ１は、機会の充実です。 

 あらゆる人が容易に文化芸術に触れられる環境

を充実させるための施策に取り組むこととし、重

点取組事項として、障がいのある方が多様な文化

芸術活動に親しめる環境の整備と、今後の大規模

多目的ホールの在り方検討を設定しております。 

 その下側、ステージ２は、未来への布石、育

成、支援です。 

 子どもたちが文化芸術を体験する機会の充実や

文化芸術を支える土壌づくりを目指し、重点取組

事項は、学校と連携した子どもたちへの文化芸術

に触れる機会の提供と、札幌に適したアーツカウ

ンシル機能の検討としております。 

 次に、８ページをご覧ください。 

 ステージ３、文化資源の保存・活用です。 

 文化芸術や文化財が持つ価値を適切に保存、継

承しながら効果的に活用することとし、重点取組

事項は、（仮称）札幌自然史博物館の整備に向け

た検討と、文化芸術イベントとその他のイベント

等との効果的な連携の検討を設定してございま

す。 

 その下側、ステージ４は、文化芸術の領域の拡

大です。 

 様々な分野との連携やアーティスト支援の充実

を図るため、重点取組事項として、マンガ等の

ポップカルチャーの活用や異ジャンル融合、異分

野連携、その他実験的試みなど新たな文化芸術の

可能性の探求、札幌国際芸術祭の実施、そして、

アーティストの新たなチャレンジを後押しする支

援の検討を掲げております。 

 次に、９ページをご覧ください。 

 第４章 計画全体を支える仕組みでございま

す。 

 時代に即した事業構成とするために、外部有識

者による検証を適宜行い、計画期間中においても

必要な見直しを進めることを述べるとともに、計

画推進に当たっての指標を掲載しております。 

 計画（案）の説明は以上でございます。 

 今後のスケジュールといたしましては、２月下

旬頃からパブリックコメントを行った上で、最終

的に案を策定させていただく予定でございます。 

●かんの太一委員長  それでは、質疑を行いま

す。 

●小竹ともこ委員  ただいま、計画のご説明を

伺いまして、私からも何点か質問をさせていただ

きます。 

 文化芸術は、人々の創造性を育み、その表現力

を高めるとともに、人々の心のつながりや相互に

理解し尊重し合う土壌を提供し、多様性を受け入

れることができる心豊かな社会を形成するもので

あり、人の営みとして必要不可欠なものと考えま

す。 

 自民党においても、文化芸術活動と担い手の支

援、子どもの文化芸術体験、文化財の継承等によ

る文化芸術立国を目指しており、文化芸術施策に

ついても重要視しているところであります。 

 今回の第４期計画については、基本的には第３

期計画の考え方を引き継ぐ一方で、コロナ禍を含

めた状況変化や国の計画の変更点などを踏まえた

見直しを行ったものとのご説明でありました。ま

た、第３期計画と比べて、特徴的な部分として

は、文化芸術を教育、福祉、国際交流、まちづく

り、観光など幅広い分野に活用することで都市の
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魅力アップを図ることに力を入れていくとのこと

でありました。 

 この計画の具体的な施策については四つのス

テージで整理をされておりますが、様々な分野で

文化芸術を活用していくことについては、ステー

ジ４、文化芸術の領域の拡大で表現されているも

のと理解をいたしました。 

 そこで、１点目の質問ですが、ステージ４で言

われているところの文化芸術の領域拡大の狙いに

ついて、改めて伺います。 

●柏原文化部長  文化芸術の領域拡大の狙いに

ついてお答えいたします。 

 文化芸術には、文化芸術そのものが持つ本質的

価値のみならず、社会的価値や経済的価値がある

ものと認識しております。また、国の文化芸術基

本法におきましては、観光、まちづくり、国際交

流、福祉、教育、産業、その他の各関連分野にお

ける施策との有機的な連携が図られるよう配慮す

ることと求められており、全国でもこれを踏まえ

た取組が少しずつ進んできているところでござい

ます。 

 本市といたしましても、今回の第４期計画にお

きましては、文化芸術を幅広い関連分野に活用す

る取組を進めることによりまして、文化芸術の創

造性が生み出す価値だけではなく、創造都市とし

てのまちの魅力の向上を目指してまいりたいと考

えております。 

●小竹ともこ委員  今回の計画で特に重視した

い部分は、文化芸術の本質的な価値の向上だけで

はなく、様々な関連分野に生かして都市の魅力向

上につなげていくことに挑戦するということと理

解いたしました。一方で、新しい切り口ですの

で、具体的な取組がなかなかイメージしにくいと

ころでもございます。 

 ただいまのご答弁の中では、全国でも関連する

分野との連携が進んでいるというお話がございま

した。 

 そこで、２点目の質問となりますが、他都市で

は具体的にどのような形で文化芸術を関連分野に

生かしているのか、その事例について伺います。 

●柏原文化部長  他都市における文化芸術を関

連分野に生かしている事例につきましてお答えい

たします。 

 例えば、まちづくりの分野でございますけれど

も、少子高齢化の進む団地でアートフェスティバ

ルを開催することによって、多世代交流や文化的

活動のサポートをする取組が行われたほか、教育

の分野でございますが、不登校やひきこもりな

ど、生きづらさを抱えた子ども、若者がミュージ

カルの参加型ワークショップに参加をし、自己肯

定感を高める取組が、いずれも横浜市で行われて

おります。 

 また、経済の分野でございますが、アーティス

トと企業との間をつなげ、企業とのコラボレー

ションによる作品の制作はもとより、企業がアー

ティストの独特な発想に触れることで新たな発想

の刺激を得る取組が京都市で始まっているところ

でございます。 

●小竹ともこ委員  全国の様々な取組を伺いま

して、少し具体的なイメージを持つことができま

した。 

 文化芸術は、時として余裕のある人たちのもの

と見られがちでありますが、文化芸術を様々な分

野で生かし、地域社会に還元するといった取組を

することは、文化芸術の価値を多くの人たちに再

認識してもらうという点においても大変意義があ

ることだと考えております。一方で、今後、関連

分野との連携を進めていくためには、アーティス

ト側がその受け皿となることが必須であります。 

 そこで、最後の質問となりますが、関連分野と

の連携の推進に係る制度構築に向けて、アーティ

ストとの連携の可能性についてはどのように認識

をされているのかを伺います。 

●柏原文化部長  アーティストとの連携の可能

性につきましてお答えいたします。 

 令和４年度に、アーティストへの支援充実策の
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検討を目的といたしまして、アンケート調査を実

施したところでございます。 

 その中では、ほかの文化芸術分野や社会分野と

連携していきたいと考えているアーティストの割

合は76.6％となっておりまして、アーティスト側

としても連携を希望しているものと認識している

ところでございます。 

 一方で、連携を進める上での課題といたしまし

ては、コーディネーターがいない、連携のための

助成金や補助金がない、異分野間をつなぐ仕組み

がないといった回答となってございまして、これ

らの課題を解決、解消することで、関連分野との

連携が進むものと想定しているところでございま

す。 

 令和６年度に実施をいたします実証実験におき

ましては、こういったアーティストの意向や課題

を十分に踏まえた上で事業を実施してまいりたい

と考えてございます。 

●小竹ともこ委員  令和４年度、コロナ禍の中

でアンケートが行われたということで、アーティ

ストの方々も大変な苦境の中にあった中でのアン

ケートであったと思います。 

 その中で、社会との連携を希望されているアー

ティストの方が８割近くいらっしゃったというこ

とで、一方で、連携を進めていく上での課題も抽

出されまして、その課題解決のために新たな仕組

みを構築されていくということでありました。 

 今、あらゆる分野で都市間競争が激化している

と認識しておりますが、その中でも、札幌市が文

化芸術の充実に取り組まれて、札幌市の魅力向上

にぜひつながることを期待いたしまして、私から

の質問を終わります。 

●定森 光委員  私からは、ステージ２の文化

芸術を支える土壌づくりについて質問いたしま

す。 

 現在開催中の札幌国際芸術祭2024は６年半ぶり

の国際芸術祭となりましたが、メイン会場である

未来劇場では、あまたある100年後の未来の可能

性がアーティストの豊かな表現力で表現されてい

ます。 

 現代は、変動性、不確実性、複雑性、曖昧さの

英語の頭文字を取ってＶＵＣＡの時代とも言われ

ており、物事の不確実性が高く、将来の予測が困

難な時代となっております。 

 だからこそ、市民一人一人の創造性の発揮がこ

れからのよりよい未来をつくっていくことに不可

欠であり、市民の創造性を育む文化芸術の価値に

大いに期待をしているところであります。 

 文化芸術の価値は、担い手であるアーティスト

による既存の価値観に縛られない自由な発想に基

づく創造活動によって発揮されるものでありま

す。しかしながら、先ほどの答弁でも触れられて

いた昨年のアーティストに対する活動実態調査で

は、アーティストが活動上の様々な課題を抱えて

いるということが明らかになっています。 

 こうした中で、第４期計画案では、ステージ２

に新たに文化芸術を支える土壌づくりという施策

が掲げられております。これは、検討委員会や文

化芸術関係者からの聞き取りなどで、文化芸術を

取り巻く環境についても様々な意見があったこ

と、こうした意見を基に課題認識があって本計画

に盛り込まれたというふうに考えております。 

 そこで、質問ですが、文化芸術を支える土壌づ

くりを新たに設けたのはどのような課題認識から

なのか、伺います。 

●柏原文化部長  文化芸術を支える土壌づくり

を設けた理由につきましてお答えをいたします。 

 文化芸術は、アーティストだけではなく、イベ

ントなどを企画する人や場を提供する人、ボラン

ティアとしてサポートする人など様々な方が関

わっておりまして、現行の第３期計画におきまし

ても、文化芸術をつなぐ新たな役割の育成・支援

という項目を設け、アートイベントを企画できる

人材などの育成を目指してきたところでございま

す。 

 今回の計画の見直しに当たりましては、有識者
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会議の委員のほか、26名の文化芸術団体の方々か

らもご意見をいただきながら検討してまいりまし

たけれども、札幌市の文化芸術の発展のために

は、異分野と文化芸術をつなげる機能や、アート

に関わる人たちのネットワークなどの基盤が必要

といった意見が複数寄せられましたことから、文

化芸術を支える機能を広く捉え直しまして、文化

芸術を支える土壌づくりを新たに設けたところで

ございます。 

●定森 光委員  先ほどの答弁からは、文化芸

術、異分野をつなぐ役割であったり、いろいろな

関係者のネットワークということが文化芸術を支

える環境として必要であるということでありまし

た。 

 先ほどの答弁でも、第４期計画（案）の肝は異

分野連携ということです。教育、福祉、観光など

様々な分野との連携が進んでいくということは、

文化芸術の魅力が広く市民に行き渡るということ

になることから、これからの札幌のまちづくりに

必要であると考えます。 

 一方で、文化芸術を担うアーティストの創造的

な活動は、なかなかほかの分野の方に伝わりにく

いものもあり、どうしても分かりやすい経済的、

社会的な価値のために文化の創造性が損なわれて

しまう懸念、また、それでは連携の意義が損なわ

れてしまうというふうに考えます。それぞれの

アーティストの創造性を理解しながら、ほかの分

野とつなぐ専門家や役割が不可欠だというふうに

考えます。 

 こうした中、本計画の文化芸術を支える土壌づ

くりでは、重点取組事項として、札幌に適した

アーツカウンシル機能の検討とあります。アーツ

カウンシルは、文化芸術の専門家らによって構成

される第三者機関であり、自治体の文化芸術の中

心を担う組織として、今、全国で設置が進んでい

るところであります。 

 そこで、質問ですが、全国で次々と設置されて

いるアーツカウンシルにどのような機能があると

認識しているのか、伺います。 

●柏原文化部長  アーツカウンシルが持ちます

機能につきましてお答えいたします。 

 アーツカウンシルに明確な定義というものはご

ざいませんけれども、一般的な要件といたしまし

ては、行政から一定の距離を置いて独立した立場

を保つことですとか、専門的な人材を登用するこ

とにより、専門性に基づいた文化芸術活動への支

援、調査研究を行うことがあるものと認識してお

ります。 

 また、近年設立されております全国各地のアー

ツカウンシルにおきましては、文化芸術と地域課

題をつなげたり、文化芸術をほかの領域と連携さ

せたりするコーディネート機能や、アーティスト

が抱える課題等に伴走して支える支援機能を持っ

ているところが多くなってきております。 

 第４期計画期間におきましては、文化芸術を生

かしたまちづくりを進める上で、本市に必要とさ

れますアーツカウンシル機能の検討を行いたいと

考えております。 

●定森 光委員  アーツカウンシルの機能とし

て、いろいろな領域、地域課題とつなぐコーディ

ネーター機能であったり、アーティストを支援す

る支援機能、また、それらを専門性に基づいて行

うということでありました。 

 こうした機能は、まさに第４期計画（案）で目

指している文化芸術を生かしたまちづくりに欠か

せない機能ばかりであるというふうに考えます。

これらの機能を有するアーツカウンシルの設置に

ついては、本市もこれまで長く検討を進めてきた

ところでありますが、正直、実効性のある検討が

見えてきておりません。 

 そこで、質問ですが、札幌市として、今後どの

ようにアーツカウンシルについて検討していくつ

もりなのか、伺います。 

●柏原文化部長  今後のアーツカウンシルに関

する具体的な検討につきましてお答えいたしま

す。 
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 本市で検討するアーツカウンシル機能の核とな

る部分は、異分野連携の推進とその実現に向けて

アーティストに伴走して行う支援と考えていると

ころでございます。 

 2022年度に実施いたしました創造活動支援事業

では、札幌市が直接アーティストを支援するので

はなく、アーティストの実情をよく知る中間支援

団体を介して支援を行いましたが、支援を受けた

アーティストのアンケートにおきましては、金銭

的な支援よりも、制作支援や相談対応といった伴

走型の支援が非常に効果的な仕組みであるとの評

価をいただいたところでございます。 

 この仕組みを発展的に継承いたしまして、2024

年度からは、異分野連携を推進する助成制度を実

証実験として再度始めることを考えておりまし

て、この実証実験を通しまして、札幌市に必要と

されるアーツカウンシルの機能について、より実

効性のある検討を進めてまいりたいと考えており

ます。 

●定森 光委員  創造活動支援事業を実証実験

として札幌に適したアーツカウンシルの機能を検

討していくという答弁でありました。 

 先ほどから、アーツカウンシルが持つ機能が必

要であるということは明らかであるというふうに

思っておりますので、我が会派としては、第４期

計画でアーツカウンシルを設置する旨を明らかに

して、しっかりと検討を進めていただきたいとい

うふうに考えております。 

 もちろん、全国各地のアーツカウンシルを見て

みても、組織の在り方は地域ごとに違いますし、

活動の内容も異なっております。札幌らしいアー

ツカウンシルがどうあるべきか、これは議論を重

ねていく必要があると考えます。 

 第４期検討委員会には、文化芸術関係者らの傍

聴も多くあったと聞いております。これは、コロ

ナ禍を経て、札幌市の文化政策に対する文化芸術

関係者の関心が高くなっていることの表れだとい

うふうに考えます。実証実験の成果と課題を基に

アーツカウンシルの機能を検討していくというこ

とですから、この検討内容を幅広い分野の文化芸

術関係者とも共有しながら、札幌らしいアーツカ

ウンシルの仕組みを官民でつくり上げていく、こ

のことを求めて、私からの質問を終えたいと思い

ます。 

●森山由美子委員  私からは、子どもたちの文

化芸術を体験する機会の充実について質問をさせ

ていただきます。 

 本市の文化行政では、小学校６年生全員を対象

としたＫitaraファースト・コンサートや小学校

５年生を対象としたハロー！ミュージアム、その

他ミュージカル体験事業やおとどけアートなど、

これまでも様々な子ども施策を展開してきた印象

を持っております。 

 第３期計画の中でも、子どもたちの文化芸術活

動の充実を掲げ、コロナ禍で事業実施が難しかっ

た部分はあったものと思いますが、苦慮しながら

も積極的に取り組んできたものと認識しておりま

す。 

 子どもは将来の札幌市を支える宝であり、文化

芸術を経験することで豊かな心や創造性、コミュ

ニケーション能力の育成や人格形成に大きな役割

を果たすという意味で非常に重要なことと考えま

す。 

 先ほどの説明の中でも、この第４期計画の策定

に当たり、初めて子ども教育委員会会議の場で意

見を聞いたとのお話がありました。 

 そこで、質問ですが、この計画策定に当たっ

て、子ども教育委員会会議で子どもたちからの意

見聴取を行った理由と、その意見をどのように生

かしたのか、お伺いいたします。 

●柏原文化部長  子ども教育委員会会議での意

見聴取の理由等についてお答えいたします。 

 委員がご指摘のとおり、社会性や創造性を育む

上で、子どもたちに文化芸術に触れる機会を提供

することは非常に重要と考えておりまして、より

効果的な施策につながる計画とするため、教育委
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員会と連携をいたしまして、当事者である子ども

たち自身で考えてもらう場を設けたところでござ

います。 

 会議では、様々な意見が出ましたけれども、そ

の中で学校での体験は興味の有無にかかわらずみ

んなが行うことであり、また、家庭で行けないと

ころでも行くことができるため大切であるといっ

た意見や、学校で美術館等に行くことで興味が芽

生え、家庭でも行くことのきっかけにつながるな

ど、学校で行う取組の重要性についての意見が比

較的多かったところでございます。 

 こうした意見も踏まえまして、重点取組事項と

して、学校と連携した子どもたちへの文化芸術に

触れる機会の提供を設定したところでございま

す。 

●森山由美子委員  子ども教育委員会会議での

意見の概要やそれを踏まえて重点取組事項を設定

したことについて理解をいたしました。 

 私は昔、高校教員をしていたときに、演劇部の

顧問をしておりました。演劇をしている子どもた

ちの中には、教室でうまく自己表現ができないよ

うな子どもたちもいたのですが、一つの舞台を仲

間と創り上げる中で、一人一人が自分の長所を最

大限に発揮し、全員が主役となり、生き生きと輝

く様子を何度も見て、チームワークを学び、共感

力が身につき、自己アピールが自然にできるよう

になり、３年間で成長する姿に教えられたことは

少なくありませんでした。演劇に限らず、文化芸

術には大きな力があり、子どもたちに多大な影響

を与えるものというふうに思っております。 

 そうした文化芸術を子どもたちに触れる機会を

提供するに当たって、実際に関わる子どもたちの

意見は非常に重要であり、子どもたちの考えをぜ

ひ個別の施策にも生かしていただきたいと考えて

おります。 

 そこで、質問ですが、第４期計画ではどのよう

な取組を想定しているのか、伺います。 

●柏原文化部長  第４期計画におけます取組に

つきましてお答えいたします。 

 札幌市におきましては、Ｋitaraファースト・

コンサートやハロー！ミュージアムなど、これま

でも積極的に学校と連携した取組を進めてきたほ

か、令和５年度からになりますけれども、ミュー

ジカル体験といたしまして、こころの劇場も再開

いたしまして、さらに、新たに日生劇場との共催

によりまして、舞台公演を鑑賞するニッセイ名作

シリーズを実施したところでございます。 

 これらの事業は、参加者からの評価も非常に高

いことから、令和６年度以降も引き続き実施をし

ていくとともに、市内の学校に加えて連携中枢都

市圏との連携も深めまして、より多くの子どもた

ちに文化芸術に触れる機会を提供していく予定で

ございます。 

 また、芸術分野だけではなく、文化財保存の観

点からも子どもたちの理解が重要と考えておりま

して、これまでも市立小・中学校に文化財を活用

した授業実施の検討を依頼するなどして学校との

連携を深めているほか、文化財に関する子ども向

けのパンフレットの制作にも取り組んでいるとこ

ろでございます。 

 さらに、子どもたちに多様な文化芸術活動の機

会を確保するために、部活動の地域移行の検討も

開始をしておりまして、子どもたちにとって効果

的な施策となりますよう、学校との連携をさらに

進めてまいりたいと考えております。 

●森山由美子委員  最後に、子ども教育委員会

会議での意見にもありましたが、特に小学校低学

年のお子さんなどは、学校や家庭などの大人とと

もに文化芸術に触れる場面が多いかと思っており

ます。学校と連携した取組はもとより、親子や地

域ぐるみといった形でも子どもたちが自然に文化

芸術に触れられるよう、大人たちの意識向上も含

めた取組の充実を求めまして、私からの質問を終

わります。 

●池田由美委員  文化芸術は、人々に生きる力

を与え、暮らしに欠かすことができないものだと
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いうふうに考えます。文化芸術を創造し、享受す

ることは、憲法や文化芸術基本法に保障された国

民の権利となっています。全ての市民が自由に文

化芸術をつくり楽しむことができる札幌市を目指

し、札幌においても文化芸術基本計画に基づいて

取組が行われているというふうに思います。 

 最初に、表現の自由について伺いたいと思いま

す。 

 第３期計画の審議のときに、私は、表現の自由

について、文化芸術基本計画にどのように反映さ

せるのかと伺いましたが、表現の自由は極めて重

要なことであり、そして、札幌市文化芸術基本条

例の基本理念に書かれてある市民の主体性及び創

造性が十分に尊重されなければならないとされて

おり、その部分に表現の自由の保障についての考

え方が表れている、この基本理念に沿って計画を

定めて施策の推進に当たっていくのだという答弁

がございました。 

 そこで、改めて確認をしたいというふうに思い

ますが、この考え方が第４期の計画にも引き継が

れていくことが重要と考えますが、改めて認識を

伺います。 

 また、第４期の計画の位置づけに表現の自由を

明記すべきと考えますがいかがか、伺います。 

●柏原文化部長  表現の自由につきましてお答

えいたします。 

 文化芸術活動におきます表現の自由は極めて重

要なものでございまして、札幌市文化芸術基本条

例第２条には、基本理念として市民の主体性及び

創造性が十分に尊重されなければならないとうた

われているところでございます。 

 文化芸術基本計画は、条例にあるこの基本理念

等を前提とした計画という位置づけにありますこ

とから、計画本文に直接明記はしておりませんけ

れども、第３期計画と同様、当然、表現の自由の

重要性を前提として、それぞれの施策を進めてい

くこととしております。 

●池田由美委員  改めてお聞きしまして、そし

て、第４期の計画にも表現の自由は極めて重要な

ことだというご答弁もありまして、基本条例の理

念をそのまま引き継いでいくのだと、この考えを

引き継いでいくということが答弁されております

ので、この立場をしっかりと堅持して進めていた

だければというふうに思います。 

 そして、ぜひ表現の自由を、今後の５期の計画

になるかと思いますけれども、そういうところで

位置づけていくことも含めて検討していただけれ

ばというふうに改めて申し上げておきたいという

ふうに思います。 

 続いて、ステージ１の視点で質問をさせていた

だきたいと思っています。 

 ステージ１では機会の充実を掲げており、あら

ゆる人々が容易に文化芸術に触れられる環境を充

実させていくことで、多様な価値観を尊重し、創

造的活動につなげていくことを目指して、施策１

に多様な文化芸術に親しむ機会の提供として、年

齢、障がいの有無、言語の違い、経済的な状況に

かかわらず、あらゆる人が文化芸術に容易に触れ

ることができる場や参加の機会をつくるというふ

うにございます。 

 昨今、物価高騰など、暮らしが本当に大変に

なってきているということは私も承知していると

ころですが、賃金や年金、そして、今言いました

物価高騰に見合った賃金引上げになっておりませ

んから、市民生活が引き続き、今苦しいと、生活

費に余裕がなければ、文化芸術への支出をやはり

控えていく傾向につながるのではないかと思いま

す。 

 年齢、障がいの有無、言語の違い、経済的な状

況にかかわらず、あらゆる人が文化芸術に容易に

触れることができる場や参加の機会をつくる、こ

うした施策の充実が、今、本当に重要だなという

ふうに考えているところです。 

 そこで、質問いたしますが、文化芸術に触れる

機会や参加する機会について、第４期計画では具

体的にはどのような取組を想定しているのか、伺
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いたいと思います。 

●柏原文化部長  経済的な状況にかかわらず文

化芸術に触れる取組等につきましてお答えいたし

ます。 

 経済的な状況にかかわらず文化芸術に触れる機

会を提供するということは、札幌市としても、こ

れまでもひとしく大切にしてきた部分でございま

す。 

 昭和55年から始まりまして、昨年500回を迎え

ました市民ロビーコンサートも、毎回満席近い状

況でございまして、多くの方に音楽を親しんでい

ただいているものと考えております。 

 また、市民の芸術文化活動の参加の場という観

点では、昭和22年の市民美術展を発端として生ま

れました市民芸術祭につきましても、長きにわ

たって支援をしてきているところでございます。 

 加えて、令和４年度からは、一般的に難しい、

堅苦しいと思われているクラシック音楽に容易に

触れることができる機会を提供することを目的と

いたしまして、低料金でクラシック音楽を鑑賞で

きる事業を実施するなど、適宜、取組を充実して

きたところでございます。 

 こうした取組を第４期計画の期間中においても

継続いたしまして、経済的な状況にかかわらず文

化芸術に触れる機会や参加する機会を広く市民に

提供してまいりたいと考えております。 

●池田由美委員  ロビーコンサートが500回と

いうことで、私も時々ロビーで見かけて、私も参

加したいと思うけれども、満席になっているので

す。本当に市民に親しまれているなというふうに

思っているところです。そして、市民芸術祭への

支援などなど、今後も続けていきたいということ

だと思うのですけれども、さらに低料金で文化芸

術に触れる機会を広げていただきたいなというふ

うに思っています。 

 高校生の子ども教育委員会会議の中での意見を

私も見ましたけれども、この中で、家庭で体験、

そして、見るというところで、先ほど、再び行く

には、子ども自身の理解が深まるだけでなく、芸

術文化の理解、興味にもつながるのだということ

がありました。三つ目のところに、家庭で行く機

会を増やすには、親子連れや小・中学生の入館料

を無料にする、子どもが泣くのでコンサートなど

に行くことができない人もいるので、親子連れ専

用の日を設定する、こういった意見も書かれてあ

りまして、これは大事な意見だなというふうに私

も感じたところです。ぜひこうした子どもたちの

意見も反映させた取組を広げていっていただけれ

ばなというふうに思っていたところです。 

 続いて、施策１の多様な文化芸術に親しむ機会

の提供の重点取組事項として、障がいのある方が

多様な文化芸術に参加できる環境づくりを進める

というふうにございます。具体的には、障がいの

ある方に向けたコンサートや文化芸術施設のバリ

アフリー化、または、アートステージでのボーダ

レスアート作品展など、誰でも参加できる取組が

記載されております。様々な障がいがあり、興味

や関心も多様だというふうに思いますから、細や

かな配慮や取組が私は必要だなというふうに思い

ます。 

 質問いたしますが、第４期計画の策定や障がい

のある方を対象とした施策に対して、当事者や関

係者の考えなど、意見をどのように把握してきた

のか、伺いたいと思います。 

●柏原文化部長  当事者ですとか関係者の声の

把握につきましてお答えいたします。 

 第４期計画（案）につきましては９名の有識者

から成る札幌市文化芸術基本計画検討委員会に加

えまして、14団体26名の文化芸術関係者からの意

見の聞き取りも行って検討を行ったところでござ

います。 

 まず、検討委員会の中には、アートを通じて発

達障がいのある子どもを支援している団体の代表

の方にご参加をいただいたほか、障がい者のアー

ト活動などを支援する団体の方にもお話をお伺い

した上で計画（案）を作成したところでございま
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す。 

 また、個別の事案になりますけれども、令和４

年度から実施をしております障がいがある児童等

のための音楽ワークショップにつきましては、実

際に障がいのある子どもたちに関わっておられる

学校の先生のお話や、学識経験者からのアドバイ

スを受けながら事業を構築したところでございま

して、今後とも、当事者や関係者の声を大切にし

て、取組を進めてまいりたいと考えております。 

●池田由美委員  ９名の有識者の中にも専門の

方がいらっしゃるというお話でありました。そし

て、障がいのある皆さんでアートに関わっている

方など、学校の先生、そういった方たちの意見、

そして、いろいろな状況についてもお聞きしなが

らという視点が本当に大事だなというふうに感じ

ているところです。今後も、そういう皆さんの意

見に学びながら進めていただきたいと思っている

ところです。 

 障がい児や障がい者の方が継続的に取り組む文

化芸術活動は、自分を表現して他者との関わりを

広げ、生きる意欲や希望につながるというふうに

思います。障がいを持つ子どもたちが和太鼓や獅

子舞などの伝統芸能に取り組んでいる会の保護者

の方のお話も聞く機会がありますけれども、意欲

的に活動して、子どもたちが太鼓や踊りを通して

成長、変化していく姿が本当にうれしい、しか

し、練習場所の確保や運営費などの苦労も多いと

いう話もされておりました。 

 こうした実際に活動している障がいのあるお子

さん、そして、障がい者の皆さんの苦労や意見な

ども今後は把握していただければなというふうに

思っておりますので、ぜひお願いしたいなという

ふうに思います。 

 次に、地域で活動している文化芸術団体への支

援について伺いたいと思います。 

 プロが取り組む文化芸術団体への支援も重要な

のですけれども、地域で、先ほどもお話ししまし

たが、市民が日常的に取り組んでいる様々な文化

芸術活動も地域の活性化にもつながり、大変重要

だというふうに思います。 

 第３期計画（案）の審議の際に、地元の文化芸

術団体や個人の文化芸術活動の支援で活性化を図

ることは大変重要と認識しているという答弁もご

ざいました。 

 そして、様々な相談に対応するような情報提

供、また、発表の場の提供も含めて、どういった

活動の支援が重要なのか、様々な皆さんの声を聞

きながら支援活動の在り方を考えたいというふう

に答弁をされておりました。 

 そこで、質問いたしますが、地域の文化芸術団

体への支援について、その後、第３期計画の中で

どのような検討が行われ、そして、どのような支

援となっているのか、伺いたいと思います。 

●柏原文化部長  地域の文化芸術団体への支援

についての検討と現在の状況につきましてお答え

いたします。 

 第３期計画策定時におきましては、文化芸術団

体への支援といたしまして、文化芸術振興基金の

運用益を活用いたしまして、一定の基準を満たし

た個人や団体にあまねく助成金を交付してきたと

ころでございます。平成30年度に文化芸術事業に

関する専門性の高い人材が配置された札幌文化芸

術交流センターＳＣＡＲＴＳを開設したことを契

機といたしまして、より効果的な助成制度の在り

方を検討いたしまして、令和４年度からは、助成

事業の実施体制を市からＳＣＡＲＴＳのほうに移

行するとともに、地域の活性化などにつながるも

のなどを採択する助成制度に変更したところでご

ざいます。 

 予算につきましても、逓増させるなどするとと

もに、令和４年度からは事業報告会などを開催い

たしまして、専門家からのアドバイスを受けた

り、他の文化芸術団体との関係構築につなげてお

りまして、地域の文化芸術団体の活動の充実に資

する改善につながったものと認識しているところ

でございます。 
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●池田由美委員  ＳＣＡＲＴＳの補助のところ

で、予算も増やしてきているのだと思うのですけ

れども、２期目のときには、全ての申請に対して

支援をしてきたというふうにお聞きしておりまし

た。そして、ＳＣＡＲＴＳでの令和４年度の振興

基金に基づいての支援については、審査をして取

り組んできたというふうにお聞きをしているとこ

ろです。 

 その中で、全ての申請者には当たらない、た

だ、金額は引き上がった、そして、２期目の全て

の申請に支援したときには金額は小さかったけれ

ども、全ての団体に支援ができたというお話もお

聞きしていたところですが、やはり、どちらを

取っても痛しかゆしという課題があるのだなとい

うふうにすごく感じているところです。 

 やはり、文化芸術というのは、先ほど私もお話

ししましたけれども、暮らしが大変になれば、そ

こを削っていく、そういった現状というのが生ま

れるだろうなというふうに思っているところで

す。しかし、今、働き方の問題もそうですし、賃

金や生活の問題もそうなのですけれども、文化と

いうのは、そういう中でも心や暮らしに潤いが広

がる、潤いにつながるものだなというふうに思い

ますので、本当にますます文化芸術活動は大事に

なってくるなというふうに思っているところで

す。 

 先ほど予算のことも触れましたけれども、やは

り、予算を増やして、そのことを前提としていか

なければ支援の幅は広がっていかないのだなとい

うことを改めて実感してきているところですの

で、支援の充実につながる予算の確保を求めまし

て、私の質問を終わりたいというふうに思いま

す。 

●かんの太一委員長  ほかに質疑はございませ

んか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

●かんの太一委員長  なければ、質疑を終了い

たします。 

 以上で、委員会を閉会いたします。 

    ―――――――――――――― 

      閉 会 午後２時39分 


